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財
政
構
造
の
変
化

　
地
方
税
は
国
税
に
対
し
、
比
較
的
収

入
の
安
定
性
が
高
い
。
な
か
で
も
、
市

税
は
、
個
人
市
民
税
・
固
定
資
産
税
を

中
心
に
形
成
さ
れ
、
安
定
性
が
高
い
。

し
か
し
、
一
般
的
に
市
税
は
、
経
済
の

成
長
が
著
し
い
と
き
に
は
そ
れ
ほ
ど
の

伸
び
が
得
ら
れ
な
い
と
い
う
傾
向
を

も
つ
。
そ
こ
て
、
都
市
税
源
の
補
強
・

充
実
を
図
る
た
め
、
市
民
税
法
人
税
割

の
税
率
の
引
き
上
げ
、
事
業
所
税
の
新

設
、
都
市
計
画
税
の
税
率
引
き
上
げ
が

行
わ
れ
て
き
た
。

　
横
浜
市
の
特
徴
の
一
つ
と
し
て
、
市

税
収
入
に
占
め
る
法
人
市
民
税
の
割
合

が
低
い
こ
と
が
あ
げ
ら
れ
る
。
五
六
年

度
は
、
大
阪
市
二
七
・
六
％
、
名
古
屋

市
二
一
・
三
％
で
あ
る
の
に
対
し
横
浜

市
は
一
一
・
五
％
で
あ
る
。
こ
の
こ
と

は
、
横
浜
の
昼
夜
間
人
口
比
が
一
〇
〇

を
大
幅
に
下
回
り
、
い
わ
ゆ
る
ベ
ッ
ド

タ
ウ
ン
化
し
て
い
る
こ
と
を
如
実
に
反

映
し
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
の
た
め

市
民
一
人
当
り
の
市
税
負
担
額
も
大
阪

市
が
一
五
万
円
で
あ
る
の
に
対
し
て
、

横
浜
市
は
一
一
万
円
（
図
－
２
）
と
大

き
な
差
が
生
じ
て
お
り
、
財
政
規
模
や

財
政
力
の
格
差
が
広
が
っ
て
い
る
。
昼

夜
間
人
口
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
る
こ
と

は
、
税
収
構
造
の
面
か
ら
も
重
要
で
あ

る
。

　
次
に
、
最
近
の
市
税
収
入
を
み
て
み

る
と
、
伸
び
は
鈍
化
し
て
い
る
。
四
〇

年
代
後
半
は
、
二
〇
％
台
の
高
い
伸
び

を
示
し
て
い
た
が
、
最
近
の
五
年
間
は

一
〇
％
台
に
低
下
し
て
い
る
。
五
八
年

度
は
、
二
八
年
ぶ
り
に
一
ヶ
タ
の
伸
び

に
と
ど
ま
る
と
見
込
ま
れ
て
い
る
。

　
国
税
の
み
な
ら
ず
地
方
税
の
伸
び
悩

み
は
全
国
的
傾
向
て
も
あ
る
た
め
、
国

は
五
〇
年
度
以
降
、
特
別
の
対
策
を
う

ち
だ
し
て
い
る
。
地
方
税
の
代
替
機
能

を
も
つ
地
方
交
付
税
の
総
額
て
あ
る
国

税
三
税
（
所
得
税
・
法
人
税
・
酒
税
）

歳入決算の状況（一般会計）－１表
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長
び
＜
経
済
の
低
迷
か
ら
国
家
財
政

は
厳
し
い
状
況
に
あ
る
。
横
浜
市
の
財

政
も
市
税
収
入
が
伸
び
悩
む
一
方
、
国

の
超
緊
縮
財
政
の
影
響
を
う
け
、
国
庫

補
助
金
や
地
方
交
付
税
な
ど
の
依
存
財

源
の
確
保
が
厳
し
く
な
っ
て
き
て
い

る
。
収
支
バ
ラ
ン
ス
は
、
五
一
年
度
以

後
黒
字
を
示
し
て
い
る
も
の
の
、
国
が

特
別
に
発
行
を
認
め
た
地
方
債
（
地
方

財
政
の
危
機
に
あ
た
り
財
源
不
足
を
補

う
た
め
の
財
源
対
策
債
）
に
依
存
す
る

と
こ
ろ
が
大
き
い
　
（
図
－
１
）
。

　
「
よ
こ
は
ま
2
1
世
紀
プ
ラ
ン
」
を
推
進

さ
せ
る
た
め
、
増
大
す
る
市
民
ニ
ー
ズ

に
対
応
し
て
福
祉
・
教
育
・
文
化
・
都

●
厳
し
い
財
政
事
情

市
基
盤
の
施
設
整
備
を
い
ま
ま
で
以
上

に
図
っ
て
い
く
な
か
で
財
政
の
効
率
的

運
営
が
今
後
一
層
必
要
で
あ
る
。

●
市
税
の
伸
び
悩
み

内
的
変
化
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の
三
二
％
を
も
っ
て
し
て
も
補
て
ん
し

き
れ
な
い
巨
額
の
地
方
財
源
不
足
額
に

対
し
、
国
は
ま
ず
地
方
交
付
税
原
資
の

借
り
入
れ
を
行
い
、
な
お
不
足
す
る
額
に

つ
い
て
は
、
特
別
の
地
方
債
（
財
源
対
策

債
）
の
発
行
を
地
方
自
治
体
に
認
め
る

と
い
う
二
本
立
て
で
対
処
し
た
。
こ
の

よ
う
な
状
況
の
な
か
で
横
浜
市
の
地
方

交
付
税
は
収
入
総
額
の
お
お
む
ね
七
％

で
推
移
し
て
い
る
。
ま
た
、
財
源
対
策

債
は
、
通
常
の
起
債
充
当
率
を
引
上
げ

図一１　一般会計決算の推移（一般会計）

　
立
ち
遅
れ
て
い
る
道
路
・
公
園
・
下

水
道
な
ど
の
都
市
基
盤
整
備
へ
の
影
響

は
大
き
い
。

●
ふ
え
て
い
る
借
金

る
形
で
建
設
地
方
債
と
し
て
発
行
さ
れ

る
が
、
横
浜
市
で
は
、
五
一
年
度
か
ら

五
六
年
度
ま
で
の
六
年
間
で
約
六
〇
〇

億
円
に
達
し
て
い
る
。

　
公
共
事
業
な
ど
に
対
し
て
交
付
さ
れ

る
国
庫
支
出
金
は
、
収
入
全
体
の
な
か

で
市
税
収
入
に
次
ぐ
ウ
ェ
イ
ト
を
も
つ

（
表
-
１
）
。
超
緊
縮
型
の
国
家
予
算
の

影
響
を
五
五
年
度
以
降
と
く
に
強
く
う

け
て
お
り
、
五
六
年
度
は
一
一
・
九
％

の
構
成
割
合
で
さ
ら
に
低
下
の
傾
向
に

　
市
債
は
、
建
設
事
業
の
財
源
を
確
保

す
る
と
と
も
に
、
世
代
間
の
負
担
の
公

平
を
図
る
見
地
か
ら
、
積
極
的
に
活
用

し
て
い
る
。
各
年
度
の
投
資
的
経
費

の
動
向
に
よ
っ
て
構
成
比
は
お
お
む
ね

九
～
一
〇
％
台
を
推
移
し
て
い
る
。
ま

た
、
借
金
で
あ
る
市
債
の
現
在
高
は
、

五
六
年
度
末
に
お
い
て
三
四
九
〇
億
円

に
達
し
、
同
年
度
の
市
税
収
入
額
三
〇

八
七
億
円
を
上
回
っ
て
い
る
。
市
民
一

人
当
り
一
二
万
四
〇
〇
〇
円
に
な
っ
て

い
る
（
図
－
２
）
。

　
市
債
現
在
高
と
市
税
収
入
の
か
い
離

は
年
々
増
大
す
る
傾
向
に
あ
り
、
将
来

の
借
金
返
済
の
う
え
か
ら
も
今
後
の
動
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あ
る
。
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表－２　歳出決算の状況（一般会計）

で
投
資
的
経
費
の
増
額
を
は
か
っ
て

い
る
。

●
横
浜
は
健
全
財
政

向
に
注
意
し
て
い
か
ね
ば
な
ら
な
い
。

●
高
い
公
共
投
資
の
割
合

　
次
に
歳
出
に
つ
い
て
み
て
み
よ
う

（
表
-
２
）
。
ま
ず
、
経
費
の
使
途
で
あ

る
事
業
目
的
別
に
み
る
と
、
一
般
会
計
で

は
教
育
費
の
構
成
比
が
最
も
高
く
、
五

六
年
度
は
一
六
・
六
％
を
占
め
る
。
し

か
し
、
そ
の
内
容
は
、
爆
発
的
な
人
口

急
増
に
対
応
し
た
小
・
中
学
校
の
建
設

か
ら
、
学
習
環
境
や
社
会
教
育
の
充
実

な
ど
に
方
向
が
変
化
し
て
い
る
。
次
い

で
民
生
費
が
一
三
・
一
％
を
占
め
る
。

福
祉
元
年
と
い
わ
れ
た
四
八
年
度
か
ら

上
昇
を
続
け
て
い
る
。
諸
支
出
金
は
、

重
点
的
に
整
備
を
進
め
て
い
る
下
水
道

の
建
設
・
普
及
に
つ
れ
て
大
幅
に
ふ
え
て

い
る
。
ま
た
市
債
の
償
還
金
で
あ
る
公

債
費
も
増
加
傾
向
に
あ
る
。

　
次
に
歳
出
を
経
費
の
性
質
で
み
た
場

合
、
人
件
費
は
お
お
む
ね
歳
出
全
体
の

二
〇
％
程
度
を
占
め
、
構
成
比
は
低
下

す
る
傾
向
に
あ
る
。
人
件
費
・
扶
助
費
・

公
債
費
を
合
せ
た
も
の
を
義
務
的
経
費

と
い
い
、
そ
の
構
成
比
が
高
い
ほ
ど
財

政
の
硬
直
化
が
進
ん
で
い
る
こ
と
を
意

味
す
る
。
横
浜
市
は
、
人
件
費
の
抑
制

な
ど
も
あ
り
義
務
的
経
費
は
低
下
傾
向

に
あ
り
、
五
六
年
度
は
三
五
・
二
％
を

示
し
、
指
定
都
市
の
な
か
で
一
番
低
い
。

　
ま
た
、
公
共
施
設
の
建
設
な
ど
の
投

資
的
経
費
の
割
合
は
、
五
六
年
度
に
お

い
て
、
横
浜
市
は
三
二
・
四
％
で
あ
り

指
定
都
市
で
は
第
二
位
の
高
さ
に
あ
る
。

国
庫
補
助
事
業
の
厳
し
い
状
況
に
か
ん

が
み
、
市
単
独
事
業
費
を
伸
ば
す
こ
と

　
歳
人
面
に
お
い
て
自
主
財
源
で
あ
る

市
税
の
構
成
比
が
高
く
、
一
般
財
源
の

割
合
も
高
い
た
め
、
横
浜
市
は
財
政
の

自
律
性
、
弾
力
性
に
富
ん
で
い
る
と
い

え
る
。
一
方
、
歳
出
面
に
お
い
て
、
義

務
的
経
費
の
割
合
が
低
く
、
投
資
的
経

図一２　市民1人当り市税負担額および市債現在額

　
し
か
し
な
が
ら
、
税
収
が
伸
び
悩
む

な
か
で
都
市
基
盤
施
設
の
整
備
を
推
進

し
て
い
く
な
ら
ば
、
市
債
の
あ
る
程
度

の
増
発
は
避
け
ら
れ
な
い
が
、
発
行
に

留
意
し
な
が
ら
財
政
運
営
を
図
る
必
要

が
あ
る
。
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い
。

費
の
割
合
が
高
い
た
め
、
財
政
支
出
の

弾
力
性
も
高
い
。
財
政
の
収
支
バ
ラ
ン

ス
は
、
五
一
年
度
以
降
黒
字
と
な
っ
て

お
り
、
横
浜
は
健
全
財
政
と
い
っ
て
よ
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